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１０ 循環器病 

個別分野の施策  

循環器病 

 脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器疾患は、我が国の死亡原因の第２位及び第３位であり、全体の約３割

を占めている。循環器系疾患については、後遺症のために、本人の生活の質の低下を招く大きな原因となってお

り、特に脳卒中は、「寝たきり」の主要な要因となる等、循環器病の罹患率及び死亡率の改善が一層重要である。 

 「健康日本２１」では、循環器病の一次予防の観点から、生活習慣の改善及び循環器病の早期発見について目

標を設定しており、平成１７年度から開始している健康フロンティア戦略においては、心疾患及び脳卒中対策とし

てそれぞれ死亡率の 25％改善を目標に掲げている。 

施策の概要 

１．科学的根拠に基づく循環器疾患対策の推進 

 (1)調査の実施 

  ○循環器疾患基礎調査の実施 

     我が国における心臓病、脳卒中等の成人の循環器疾患及び危険因子に関して、その現状を把握し、今後

の循環器疾患対策の検討に資することを目的として実施している（10 年毎に調査を実施。直近：平成１２年

度）。 

○国民栄養調査の実施（～平成 14 年）、国民健康・栄養調査の実施（平成 15 年～） （栄養・食生活分野の再掲）

 

(2)研究の推進 

○厚生労働科学研究の推進 

 ・循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業 

  心疾患、脳血管疾患、それらの背景疾患である糖尿病、高血圧、高脂血症等の分野について、多くの研究

者・研究施設の参加の下、最善かつ標準的な医療技術の確立を目指した大規模な臨床研究を実施してい

る。さらに、生活習慣病に着目した疾病予防の推進のため、運動・栄養指導等による生活習慣病予防対策

に関する研究等を実施している。 

○循環器病診療施設情報ネットワークの構築 

  全国の研究・診療レベルの施設・地域間の格差是正を目指すため、循環器病の各種データベースを構築

し、「循環器病診療施設総合支援システム」を国立循環器病センターと都道府県にある地方中核循環器病

センターとをネットワーク化している。 

 

２．循環器疾患対策に関する知識の普及啓発（一次予防） 

 ○脳卒中対策に関する検討会中間報告書（平成 11 年９月） 

   脳卒中は我が国の主要な死因であるとともに、後遺症を残したり、寝たきりの約４割を占めるなど、社会的影響

の極めて大きな疾患であり、本検討会においては、 

①脳卒中の予防対策の強化 

②脳卒中急性期医療の充実 

③リハビリテーションの充実 

という３つの観点から総合的な脳卒中対策を検討した。 

 

（栄養・食生活分野の再掲） 

○栄養・食生活に関する普及啓発 

   ・日本人の食事摂取基準の策定 

   ・「食生活指針」の普及啓発（平成１２年３月閣議決定） 

   ・「食事バランスガイド」の普及啓発 

   ・食生活改善推進員による普及啓発 

   ・食生活改善普及月間（毎年 10 月） 

   ・健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書（平成１６年３月） 

 

（身体活動・運動分野の再掲） 

○運動習慣の定着に必要な知識の普及・啓発 

   ・「健康づくりのための運動基準」、「健康づくりのための運動指針（エクササイズガイド 2006）」の策定（平成１８

年７月） 

○健康増進施設の認定 
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施策の概要 

（たばこ分野の再掲） 

○喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 

○未成年者の喫煙防止 

○公共の場や職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 

○禁煙支援プログラムの普及 

  

（アルコール分野の再掲） 

 ○多量に飲酒する人の減少 

 ○未成年者の飲酒防止 

 ○「節度ある適度な飲酒」の知識の普及 

 

３．循環器疾患の早期発見（二次予防）及び重症化の予防 

 ○老人保健事業による一般健診及び事後指導 

   医療等以外の保健事業は、健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導の６事

業からなり、市町村が、40 歳以上の住民を対象として実施している。健康診査については、基本健康診査項

目の中に循環器等についての検査項目が含まれており、健康教育については、個別健康教育のなかで、高

血圧、高脂血症等の個別健康教育を実施している。 

○介護予防・地域支え合い事業 

   在宅の高齢者に対し、要介護状態にならないようにするとともに、自立した生活を送ることができるよう、市町村

において地域の実情に応じ、介護予防等事業、高齢者等の生活支援事業及び家族介護支援事業等を行っ

ており、また、都道府県、政令市及び特別区においても寝たきり予防対策の普及啓発事業等を実施している

（平成 17 年６月の介護保険法の改正により、平成 18 年度から地域支援事業として再編される。）。 

○国保ヘルスアップモデル事業 

   循環器疾患等の生活習慣病のハイリスク者に対する個別健康支援プログラムを開発・実践し、モデル事業の

分析・評価を行うため、指定市町村（平成 14 年度から平成 16 年度にかけて、原則、都道府県に１か所を指

定）において、指定を受けた年度から３年間モデル事業を実施し、その結果から有効な個別健康支援プログ

ラムの実施マニュアルの策定に取り組んでいる。 

○ＣＣＵ（心疾患の集中治療）、ＳＣＵ（脳卒中の集中治療）専用病室（施設・設備）整備事業 

   心疾患及び脳卒中に対する救急医療体制の充実を図るため、救命救急センター及び二次救急医療施設に

おいて、CCU 専用医療機器・専用病室及びＳＣＵ専用医療機器・専用病室を整備している。 

○ドクターヘリ導入促進事業 

  救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期治療を開始するとともに、医療機関へ迅速

に搬送するドクターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに整備している。 
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１１ がん 

個別分野の施策  

がん 

 がんは、昭和５６年より我が国の死亡原因の第１位であり、現在では年間約 30 万人もの方が亡くなっている。これ

に対応するためには、生活習慣の改善による予防の取組が重要である。これまで、昭和 59 年度から３次にわたる

がん戦略事業を推進しており、昭和５９年度から平成５年度までを「対がん１０カ年総合戦略」、平成６年度から平

成 15 年度までを「がん克服新１０か年戦略」として研究に重点を置いた取組を実施してきた。この取組によりがんの

診断・治療技術は進歩しているが、今後はがん検診による早期発見・早期治療など予防に向けた取組が一層重要

となっている。厚生労働省においては、がん対策を強力に推進するべく、平成 16 年度からがんの罹患率と死亡率

の激減を目指して「第３次対がん１０か年総合戦略」を推進しているところである。  

  「健康日本２１」では、がんの一次予防の推進を図る観点から、生活習慣の改善、がんの検診の受診者等につ

いて目標を設定しており、平成 17 年度から開始している健康フロンティア戦略においては、がん対策として５年生

存率の 20％改善を目標に掲げている。 

施策の概要 

１．がん研究の推進 

 （１）「対がん１０カ年総合戦略」（昭和 59 年度～平成５年度） 

   及び「がん克服新１０か年戦略」（平成６年度～平成 15 年度）    

     がんの本態解明を推進するため、重点研究課題を設定し研究を進め、これまで不明であった数々の発がん

機構の解明がなされるなど、一定の成果をあげた。 

   さらに、がんの本態解明からがん克服へという戦略の目標達成に向けて重点課題の研究に取り組むとともに

研究支援事業を進め、更なるがんの本態解明、各種がんの早期発見法の確立、標準的な治療法の確立等

診断・治療技術は目覚ましい進歩を遂げた。 

 

(主な成果）  

・発がん機構等の解明が進歩：一部のがん抑制遺伝子の同定 

・早期診断技術の開発：ヘリカルＣＴによる肺がんの早期発見 

・がん治療の進歩：非侵襲的手術法の開発 

・研究体制：既存の国立がんセンターや大学などで研究 

 

（２） 「第３次対がん１０か年総合戦略」（平成１６年度～平成２５年度）                   

     これまでの 20 年にわたる戦略の推進の結果、胃がん、子宮がんによる死亡率は低下し、胃がんなどの生存

率は向上したが、一方で、国民の生活習慣の変化その他により大腸がん等の欧米型のがんは増加を続けて

いる。 

     このため、第３次対がん１０か年総合戦略では、がんの罹患率と死亡率の激減を新たな戦略目標とし、更な

るがんの本態解明、基礎研究の成果を幅広く予防、診断、治療に応用するトランスレーショナルリサーチの

推進、予防・診断・治療法の開発及びがんの実態把握とがん情報・診断技術の発信・普及についての研究

を重点的に推進している。 

 

 ・第３次対がん総合戦略研究事業 

       更なるがんの本態解明を進めるとともに、その成果を幅広く応用するトランスレーショナル・リサーチの推

進、革新的な予防、診断、治療法の開発及び根拠に基づく医療の推進を図るための質の高い大規模な

臨床研究を実施している。 

・医療技術評価総合研究事業（ＥＢＭの手法に基づく診療ガイドライン） 

 

２．がん予防の推進 

 ○「第３次対がん１０か年総合戦略」 

    がんによる罹患率を減少させるためには、がん予防の研究成果に基づき、国民の生活習慣等の行動変容、

有効ながん検診の拡充等を図っていくことが必要であり、このため、がんの有効な予防法を確立するとともに、

がん予防に関する知識を広く国民に周知し、さらに最新の研究成果に基づきがん検診の効果を高めていくこ

ととしている。 

 



   - 75 -

施策の概要 

  ・国立がんセンターがん予防・検診研究センターにおける検診事業等の推進 

・マンモグラフィの緊急整備事業の実施（平成１７年度から） 

  

（栄養・食生活分野の再掲） 

○栄養・食生活に関する普及啓発 

  ・「食生活指針」の普及啓発（平成 12 年３月閣議決定） 

  ・「食事バランスガイド」の普及啓発 

  ・食生活改善推進員による普及啓発 

  ・食生活改善普及月間（毎年 10 月） 

  ・健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書（平成１６年３月） 

 

（たばこ分野の再掲） 

○喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 

○未成年者の喫煙防止 

○公共の場や職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 

○禁煙支援プログラムの普及 

 

（アルコール分野の再掲） 

 ○多量に飲酒する人の減少 

 ○未成年者の飲酒防止 

 ○「節度ある適度な飲酒」の知識の普及 

 

（がん検診） 

○市町村が実施するがん検診事業 

  市町村が実施するがん検診は、昭和 57 年度の老人保健制度の創設により、市町村の義務的な事業として位

置付けられることになった。平成９年度までは、老人保健法に基づき実施されてきたが、平成 10 年度に、地方

分権の一環として一般財源化され、市町村が自ら企画・立案し、実施する事業として位置付けられることになっ

た。以来、国においては、がん検診を効果的・効率的に実施していくための指針を各自治体等に示していると

ころであり、現在、指針においては、胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がんの５種類のがん検診の実施

を求めているところである。 

  平成 16 年度の地域保健・老人保健事業報告によると、受診率は、胃がんで 12.9％、子宮がんで 13.6％、肺が

んで 23.2％、乳がんで 11.3％、大腸がんで 17.9％となっている。 

 

○がん検診に関する検討会 

   市町村において実施されているがん検診について、平成 15 年 12 月に老健局長の私的検討会である「がん

検診に関する検討会」が設置され、個々のがん検診の有効性や事業評価等について検討が進められている。

平成 16 年３月には、乳がん及び子宮がん検診の見直しについて、平成 17 年２月には、乳がん検診及び子宮

がん検診における事業評価の手法について、平成 18 年２月には、大腸がん検診の見直しについて中間報告

がまとめられ、その報告に基づきがん検診指針の見直しが行われた。平成 18 年７月からは、胃がん検診につ

いて検討が始められたところである。 

 

３．がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備 

 ○「第３次対がん１０か年総合戦略」 

    国立がんセンター等のがん研究・治療の中核的拠点機能の強化、がん医療の「均てん化」等を強力に進める

こと等により全国どこでも最適ながん医療が受けられ、がんの治療率が向上するとともに、がん患者の生活の

質（ＱＯＬ）が向上する社会を目指す。 

 

   ・がん登録制度の推進 

      がん対策を推進する上で重要な基礎となるがん登録制度について、現在、その標準化と精度の向上を目

指した取組を研究事業により実施している。 

   ・がん診療施設情報ネットワーク事業 

      全国どこでも質の高いがん診療が受けられるよう、平成６年度から、医療機関（国立がんセンター、地方中

核がんセンター）との間で診療情報等のネットワークの構築を図り、通常のメディカルカンファレンスをはじ

め、病理診断・画像診断など数多くの症例検討会等を実施している。 
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施策の概要 

・地域がん診療連携拠点病院制度 

質の高いがん医療の全国的な均てん化を目的として、平成 13 年度から、２次医療圏に１か所程度を目安

に地域がん診療拠点病院の指定を行っており、平成 18 年４月現在１３５か所の医療機関を指定している。

同病院に対しては、我が国に多いがん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん等）につき、地域の医

療機関との連携を図り、質の高いがん医療が提供できるよう、研修の実施、院内がん登録の整備、がん情

報の提供等必要な機能を求めている。 

 

○「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」 

    第３次対がん１０か年総合戦略及び健康フロンティア戦略においても重要な課題であるがん医療の「均てん

化」については、平成 16 年９月に厚生労働大臣の懇談会として検討会を立ち上げ、 

①がん専門医等の育成 

②各がん専門医療機関の役割分担 

③地域がん診療拠点病院制度のあり方 

等について検討が行われ、平成 17 年４月に報告書が取りまとめられた。 

 

・がん診療連携拠点病院制度 

       地域がん診療拠点病院制度については、「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」報告書の提

言に基づき、平成 17 年７月に「地域がん診療拠点病院のあり方に関する検討会」を立ち上げ、地域がん

診療拠点病院の機能的役割分担や指定要件の見直し等について検討が行われ、平成 18年２月に「がん

診療連携拠点病院の整備に関する指針」を策定したところである。 

      今後は、この指針に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を促進していくこととしている。 

 

 

４．その他 

○がん対策推進本部の設置 

    今後のがん対策を推進するにあたり、発症予防、検診、治療、緩和ケアなどのがんの病態（ステージ）に応じ

た部局横断的な連携による、患者本位の総合的ながん対策を実施していく必要があるため、厚生労働省内

に平成 17 年５月に厚生労働大臣を本部長とするがん対策推進本部が設置された。 

 

○がん対策基本法の成立 

我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果をおさめてきたものの、なお、がんが国民の疾病によ

る死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にか

んがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「が

ん対策基本法」が平成 18 年６月 16 日に成立した。 

 


